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あなたもできる火災予防

ふれあい消防119

郡 山 消 防
YouTube
チャンネル

「ついててよかった！」住宅用火災警報器

すべての住宅に設置が義務付けられています。（すべての寝室と階段の上部）

設置から約10年が交換の目安‼
　住宅用火災警報器は、電池の寿命や部品の劣化などにより設置から約10年が交換の目安とされています。電池切れや故
障している住宅用火災警報器を使用し続けていると、万が一火災が発生した時に正常に作動せず、火災の発見が遅れ、大切
な命と財産を失う可能性があります。定期的な点検と、設置時期を確認し、10年が経過しているものは早めに交換しましょう。

※点検はボタンを押す、またはひもを引くだけです。

奏 功 事 例
①　40代女性が自宅２階で乾燥機を使用し洗濯物を乾燥していたところ、住宅用火災警報器が鳴動し

ているのを隣室にいた夫が気づき様子を見に行ったところ煙が充満しており、見ると壁付コンセ
ントから火が出ていた。すぐに消火して119番通報し事なきを得ました。

②　30代男性が自宅でたばこを吸い、その後外出したところ、留守宅内で灰皿内のたばこの吸い殻が
くすぶり発煙、住宅用火災警報器が鳴動し、警報音に隣の住民が気づき119番通報したため大事
にはいたりませんでした。

③　50代女性が夕食を作るため、鍋を火にかけた後、食材が足りないことに気づき火を消さずにその
まま外出、鍋の内容物が焦げ白煙が充満し、住宅用火災警報器が鳴動しているのに気づいた隣の
住民が119番通報したため、早期に消し止められぼや火災ですみました。
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新築住宅 義　務 義務化から10年

既存住宅 義　務 義務化から10年

　郡山地方広域消防組合管内における住宅用火災警報器の設置率は79.3％
です。住宅用火災警報器が「ついててよかった！」という事例がたくさん報告
されています。
　未設置の住宅は早急に設置し、火災による被害を減らしましょう。

鳴りますか？鳴りますか？
　　住宅用火災警報器住宅用火災警報器

本体交換の目安は設置から10年です！




